
  

 

県有財産の一般競争入札公告兼入札説明書 

（令和８年５月 12日付け公告分） 
 

 

 

入札に参加される方は、物件調書等をよくお読みのうえ、参加し

てください。 

 

 

○ 入札は、申請から入札までを郵送によって行います。 

○ 入札に参加を希望する方は、事前に入札の参加申請書を提出し

ていただく必要があります。（受付期間：令和８年５月 12 日（火）

から同年６月 30 日（火）まで（必着）） 

○ 入札に関する用紙は必ず 9ページから 13ページをコピーして使

用してください。 

なお、本説明書内の用紙は申請者が単独の場合の様式になって

いますので、申請者が連名の場合は、総務局総務室まで事前に別

途お問い合わせください。 

 

 

神奈川県 
 

総務局総務室 

総務局財産経営部財産経営課 
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１ 入札物件 

物 
件 
番 
号 

物件名 

所在地(地番) 
地目等 

土地：地積(実測) 
建物：延床 

（㎡） 

予定価格 

（千円） 
用途地域等 

１ 
元旭警察署万騎が原交番  

横浜市旭区万騎が原 101番 3 

宅地 

建物 

149.14 

43.87 
24,100 

第１種低層住居専

用地域 

２ 
元緑警察署鴨居町公舎  

横浜市緑区鴨居四丁目 1014番 

宅地 

建物 

1,010.81 

825.72 
174,900 

第１種住居地域/ 

第１種低層住居専

用地域 

３ 
元横須賀警察署佐野公舎  

横須賀市佐野町五丁目 28 番  
宅地 1,210.97 600 

第１種中高層住居

専用地域 

４ 
元横須賀警察署汐見台連絡所  

横須賀市汐見台三丁目 32番 228 

宅地 

建物 

150.18 

70.66 
15,200 

第１種低層住居専

用地域 

５ 
元夏島公舎  

横須賀市夏島町５番 

宅地 

建物 

3,305.41 

2,799.12 
320,700 

近隣商業地域/ 

第１種住居地域 

６ 

元茅ケ崎警察署岡田交番  

高座郡寒川町岡田五丁目 490

番３  

宅地 

建物 

132.27 

40.84 
18,800 第１種住居地域 

７ 

元秦野警察署入船町公舎  

秦野市入船町 2051 番１  外

12 筆  

宅地 

建物 

2,368.11 

1,641.74 
55,500 準工業地域 

８ 

(1)元大寿荘  

足柄下郡箱根町宮城野字日影

山 1355 番４  外１筆  

山林 

建物 

5,497.92 

1,738.66 

82,000 

第１種住居地域 

(2)元大寿荘職員宿舎  

足柄下郡箱根町宮城野字日影

山 1358 番６  

雑種地 1,070.30 第１種住居地域 

９ 

元相模原総合高等学校  小グ

ラウンド２  

相模原市緑区大島 1229 番 54 

学校用地 1,838.33 95,300 

市街化調整区域 

（相模原市開発審

査会提案基準 22） 

注１ 物件の詳細については、別添の物件調書をご覧ください。 

注２ 本件に係る売買契約は非課税取引です。 

注３ 物件番号７、８については土地の実測面積と公簿面積、物件番号２、７については建物の建

築確認申請台帳記載面積等と公簿面積が異なります。将来的に更正登記を行う場合、県は一切

の費用を負担しませんのでご了承ください。 
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２ 入札に参加することができない者 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当する者 

(2) 地方自治法第 238 条の３の規定に該当する者 

 

３ 契約を締結することができない者 

神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号）第２条第２号から第５号までに該当す

る者及びこれらの者と密接な関係を有する者（以下「暴力団等」という。） 

 

４ 入札参加申請 

入札に参加を希望する方は、事前に入札の参加申請書を提出していただく必要があります。 

(1) 提出期間 

令和８年５月 12日（火）から同年６月 30日（火）まで （必着） 
※ 書留又は簡易書留にて郵送してください。 

 

(2) 提出書類（提出部数１部） 

県有財産一般競争入札参加申請書（以下「申請書」という。） 

（用紙は必ず本説明書の 9ページをコピーして使用してください。） 

また、申請者が連名の場合は、事前に別途お問い合わせください。 

 

(3) 提出方法 

提出期間内に、提出書類を「18 問合せ先等」の「(1) 入札手続に関する問合せ先及び入札書

類の提出場所」に書留又は簡易書留にて郵送してください。 

なお、持参による提出はできません。 

 

(4) 参加申請後 

申請を受け付けた場合は、総務局総務室経理・債権管理適正化グループから、次の書類を送付

しますので、令和８年７月８日（水）までに書類が届かない場合は、総務局総務室経理・債権管

理適正化グループ（045-210-3032）までご連絡ください。 

ア 入札参加申請書（受付印を押印したもの） 

イ 入札保証金に係る歳計外現金納付書・領収書 

 

(5) 連名による入札参加申請後の辞退 

連名による入札参加申請の場合、一部の方のみの辞退は認められません。申請者全員の連名に

より入札期限までに辞退届（任意様式）を提出する必要があります。 

 

５ 現地説明会 

物件の現地説明は、次のとおり行います。 

説明会の参加を希望される場合は、令和８年５月 29 日（金）16 時までに総務局財産経営部財産経

営課調整グループ（045-210-2506）に電話でお申し込みください。 

物件番号１ 元旭警察署万騎が原交番  令和８年６月１日（月） 
15時 00分から 

15時 30分まで 
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物件番号２ 元緑警察署鴨居町公舎  令和８年６月２日（火） 
15時 00分から 

15時 30分まで 

物件番号３ 元横須賀警察署佐野公舎  令和８年６月３日（水） 
15時 00分から 

15時 30分まで 

物件番号４ 元横須賀警察署汐見台連絡所  令和８年６月４日（木） 
15時 00分から 

15時 30分まで 

物件番号５ 元夏島公舎  令和８年６月５日（金） 
15時 00分から 

15時 30分まで 

物件番号６ 元茅ケ崎警察署岡田交番  令和８年６月８日（月） 
15時 00分から 

15時 30分まで 

物件番号７ 元秦野警察署入船町公舎  令和８年６月９日（火） 
15時 00分から 

15時 30分まで 

物件番号８ 

(1)元大寿荘  

令和８年６月10日（水） 

 

15時 00分から 

15時 40分まで 
(2)元大寿荘職員宿舎  

物件番号９ 
元 相 模 原 総 合 高 等 学 校  

小グラウンド２  
令和８年６月11日（木） 

15時 00分から 

15時 30分まで 

注 参加希望が無い場合、現地説明会は行いません。また、悪天候の場合は中止する場合があります。 

 

６ 入札保証金 

入札保証金は予定価格の 100 分の５です。入札保証金の納付方法及び還付方法については、次のと

おりです。 

(1) 総務局総務室経理・債権管理適正化グループから送付する「歳計外現金納付書・領収書」で、

入札保証金を指定金融機関等に納付し、「歳計外現金納付書・領収書」の写しを入札書と一緒に入

札期限までにご郵送ください。 

その他の方法については神奈川県財務規則によります。 

(2) 入札保証金の還付請求は、「入札保証金返還請求書」を、入札書と一緒に郵送いただくか、又は

開札後に別途ご郵送ください。（用紙は必ず本説明書の 10 ページをコピーして使用してください。） 

※ 落札者が納付した入札保証金は、申出により契約保証金に充当することもできます。（「13 契

約の締結及び契約保証金」参照） 

※ 落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納付した入札

保証金は、県に帰属することになります。 

※ 落札者以外の者が納付した入札保証金は、落札決定後、県が所定の手続きを行った後に指定さ

れた口座へ振込みます（開札日から６週間程度の日数を要します。）。 

 

７ 入札期限及び提出書類 

入札をする場合は、入札期限までに「18 問合せ先等」の「(1) 入札手続に関する問合せ先及び

入札書類の提出場所」に以下の書類を書留又は簡易書留にて郵送してください。 

なお、持参による提出はできません。 

入札期限：令和８年７月 15日（水）（必着） 
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提出書類 説明 

入札書 用紙は必ず本説明書の 11ページをコピーして使用してくだ

さい。提出の際は、中封筒に封入して郵送してください。 

入札保証金納付書の領収書

（「歳計外現金納付書・領収

書」）の写し 

別途送付する歳計外現金納付書・領収書により納付した

後、領収書の写しを郵送してください。 

原本は郵送しないでください。 

入札保証金返還請求書 入札保証金を返金する際に必要になります。用紙は必ず本

説明書の 10ページをコピーして使用してください。 

入札書と一緒に郵送いただくか、又は開札後に別途ご郵送

ください。 

    ※「入札参加申請書の写し（県が受付印を押印したもの）」については、県で写しを取るため

提出不要としています。 

 

８ 入札書の注意事項 

(1) 入札書（用紙は必ず本説明書の 11ページをコピーして使用してください。）に必要な事項をボー

ルペン（消せるボールペンは不可）又は万年筆で記載し、記名（法人の場合は、法人名、代表者

の役職及び代表者氏名）のうえ、必ず中封筒に封入してご郵送ください。 

(2) 入札金額は、入札書に右詰めで、土地並びに土地に付随する建物、工作物及び立木等に係る合

計金額を算用数字で表示し、最初の数字の前に「￥」を記入してください。また、金額について

は、訂正できません。 

(3)  申請者が連名の場合は、事前に別途お問い合わせください。 

(4) 事由のいかんにかかわらず提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできません。 

 

９ 開札 

開札日時及び場所は次のとおりです。 

また、入札期限までにご郵送された入札書により開札を行いますので、申請者による立ち合いは不

要です。 

開札日時 令和８年７月 17日（金） 

物件番号１：10 時 00 分 

 物件番号２：10時 10分 

 物件番号３：10時 20分 

 物件番号４：10時 30分 

 物件番号５：10時 40分 

 物件番号６：10時 50分 

 物件番号７：11時 00分 

物件番号８：11時 10 分 

物件番号９：11時 20 分 

 

開札場所 神奈川県庁本庁舎５階 517会議室（住所 神奈川県横浜市中区日本大通１） 

 

10 入札の無効 
次の各号に該当する入札は、無効とします。 

(1) 入札に参加することができない者がした入札 
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(2) 入札の前に入札保証金を納付していない者の入札 

(3) 中封筒に封入されていない入札書を提出した入札 

(4) 入札書の記載事項が不明な入札、入札書に申請者の記名のない入札 

(5) 金額欄に金額のないもの、金額が読みとれないもの、金額が訂正してあるもの、金額の最初の

数字の前に「￥」の記入がないもの、入札金額が不明な入札書を提出した入札 

(6) 条件を付した入札書を提出した入札 

(7) １物件につき、１人で２通以上の入札書を提出した入札 

(8) １物件につき、１人で他人の代理も兼ねて参加した者又は１人で２人以上（複数者による共同

所有を希望する場合を除く。）の代理をした者の入札 

(9) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した

者の入札 

(10) 申請者及び法人役員が暴力団等に該当する者の入札 

(11) 前各号に定めるもののほか、本説明書に記載する入札に関する条件に違反した入札 

 

11 落札者の決定 

(1) 県の予定価格以上の価格で最高の価格をもって有効な入札をした申請者を落札候補者とします。 

ただし、最高額の入札をした者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。 

くじ引きの方法については、本説明書 21ページをご確認ください。 

   ※ 落札候補者等は落札決定まで公表いたしませんので、ご承知おきください。 

落札候補者には、落札候補者の決定を令和８年７月 17日（金）16時までに連絡します。 

(2) 落札候補者は、次のものを令和８年７月 24 日（金）までに、「18 問合せ先等」の「(1) 入札

手続に関する問合せ先及び入札書類の提出場所」にご郵送ください。 

ア 神奈川県暴力団排除条例に係る誓約書 

イ 履歴事項全部証明書（法人の場合（日本国内に商業登記がない外国法人の場合は、本国の管

轄官庁が発行する証明書及びその日本語訳文））又は住民票（個人の場合） 

※ 神奈川県暴力団排除条例に係る誓約書の用紙は、必ず本説明書の 12 ページをコピーして使用

してください。 

※ 提出書類は、開札日以後に発行されたものとしてください。 

※ 期限までに書類の提出が無い場合は、落札候補者の入札を無効とします。 

(3) 県は警察本部に落札候補者及び法人役員が暴力団等に該当するかを照会します。その結果、該

当しない場合は、落札候補者を落札者として決定し、落札者に対して、落札決定通知を令和８年

８月 10日（月）までに発送します。 

なお、落札候補者及び法人役員が暴力団等に該当する場合は、落札候補者の入札を無効とし、

書面にてその者に通知します。 

(4) 落札候補者の入札無効が確定した場合は、改めて、県の予定価格以上の価格で有効な入札をし

た申請者のうち、高額で入札した者から、順次、同様の落札者決定の手続きを進めますのでご承

知おきください。 

 

12 再度の入札 

再度の入札は行いません。 

 

13 契約の締結及び契約保証金 
落札者は、落札決定通知のあった日から７日以内に別紙様式の県有財産売買契約書（案）（17～20

ページ）により契約を締結しなければなりません。 
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なお、売買契約締結までに、売買代金の 100分の 10に相当する金額以上の「契約保証金」を県の発

行する納付書により納付してください。その際、入札保証金を契約保証金に充当することができます。

契約保証金は、契約者が売買代金の支払いを行わないなど、契約者の義務を履行しない場合には、県

に帰属することになります。 

 

14 売買代金の支払方法 
売買代金の支払方法は、次の２通りの方法がありますので、いずれの方法によるかは落札決定後に

お申し出ください。売買代金の支払方法については落札者に詳しく説明します。 

(1) 売買代金全額を納付する場合 

売買契約締結後、県の発行する納入通知書により発行日の翌日から起算して 30 日以内に、売買

代金全額を納付してください。 

※ 契約保証金のほかに、売買代金全額をご用意いただくことになります。売買代金の完納を県が確

認した後速やかに契約保証金の還付手続を行います。 

(2) 売買代金の一部に契約保証金を充当する場合 

売買契約締結時にお申し出いただくと、売買代金の一部に契約保証金を充当することができま

す。従いまして、契約締結後、県の発行する納入通知書により、その発行日の翌日から起算して

30 日以内に売買代金と契約保証金との差額を納付いただきます。県が納付を確認した後、契約保

証金を売買代金に充当する手続きを行います。（手続きには３日程度の日数を要します。）手続き

の完了をもって、売買代金の完納となります。 

※ 納付期限までに契約保証金との差額をご用意ください。 

 

15 所有権の移転及び費用負担 

(1) 売買代金を完納したときに所有権の移転があったものとし、直ちに物件を現状のまま引き渡し

ます。 

(2) 所有権の移転登記は、物件の引き渡し後、県が行います。 

(3) 売買契約書に貼付する収入印紙、所有権の移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び

履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。 

 

16 その他の注意事項 

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本円に限ります。（添付・提示書類等が、

日本語以外の場合は翻訳文を添えてください。） 

(2) 物件の所有について複数者による共同所有を希望する場合は、入札において共同所有する者全

員での申し込みが必要ですので、あらかじめご相談ください。 

(3) 物件の引渡しは、物件調書に特段の記載のない限り、現状のままで行いますので、物件調書を

ご参照のうえ、必ず事前に現地の確認をしてください。 

なお、物件調書と現状が異なる場合には現状を優先します。 

(4) 建物を建築するに当たっては、建築基準法、文化財保護法及び県、市町村の条例のほか協定等

により、指導がなされる場合や開発負担金等が必要となる場合がありますので、関係機関にご確

認ください。 

(5) 入札保証金及び契約保証金は、その受入期間について利子をつけません。 

(6) 物件によっては、敷地内にフェンス、塀、柵等が設置されていますが、これらの工作物の補

修・改修・撤去・再築造及びその費用負担等については、県は対応いたしません。 

(7) 除却工事の対象とした構造物及びそれに付随する構造物以外の地中埋設物調査は実施いたして
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おりません。物件調書に記載されている地中埋設物並びに現地説明会時に説明した地中埋設物以

外の地中埋設物が発見されたとしても県は契約不適合責任を負いません。 

(8) 物件によっては、上下水道設備、ガス設備が敷設されていますが、経年劣化による影響等につ

いては確認しておりません。これらの敷設設備の補修・移設・改修・撤去・再築造及びその費用

負担等については、県は対応いたしません。 

(9) 物件及び隣接地の擁壁・直壁・ブロック塀等について、地上及び地中にて境界を越えている場

合がありますが、現状引渡しとなりますので、移設・撤去・再築造及びその費用負担等について

は、県は対応いたしません。 

(10) 物件の敷地内及び敷地上空又は隣接地等に電柱（電信柱・電柱付属物・電線等を含む。）・支

線・ゴミ置き場・道路設置物（ガードレール等）・道路標識（カーブミラー等を含む。）等がある

場合の移設・撤去等の可否等の取扱いについては、設置者又は管理者等にお問い合わせください。 

県ではこれらについて対応いたしません。 

(11) 物件の敷地内（地中を含む。）にゴミ・ガラ・砕石・切り株等が存在する場合がありますが、

撤去及びその費用負担等については、県は対応いたしません。 

(12) 現状での引渡しのため、現地の除草・伐採及びその費用負担等については、県は対応いたしま

せん。 

(13) 物件調書に特段の記載のない限り、土壌汚染及び地盤に関する調査は行っていません。 

(14) 境界確認協議書がある場合は、契約者から交付依頼があった場合に限り、所有権移転後にその

写しを原本証明の上お渡しします（原本はお渡ししません。）。なお、道路との境界に関する書面

については、県が所有している場合に限り、その写しをお渡しします。 

 

17 入札結果の公表 

落札決定通知後（11 落札者の決定(３)）、落札者名、落札金額及び入札者数を県ホームページに

て公開しますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。 

なお、落札者が個人の場合は、個人名を非公開とし、落札金額及び入札者数を公開します。 

 

18 問合せ先等 

(1) 入札手続に関する問合せ先及び入札書類の提出場所 

総務局総務室経理・債権管理適正化グループ 

住所：〒231－8588 横浜市中区日本大通１（県庁本庁舎４階） 

電話：045-210-3032（直通） 

(2) 入札物件に関する問合せ先 

総務局財産経営部財産経営課調整グループ 

住所：〒231－8588 横浜市中区日本大通１（県庁本庁舎５階） 

電話：045-210-2506（直通） 
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様式集 
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県有財産一般競争入札参加申請書 
 

 令和 年 月 日  

 

神奈川県知事 殿  
 

申請者 

住 所  

氏 名 
（法人の場合は法人名並びに

代表者の役職及び氏名） 
 

 

入札参加物件 物件番号 １・２・３・４・５・６・７・８・９ 

  

担当者氏名  連絡先  

責任者氏名  連絡先  

※ 押印は不要です。「担当者」及び「責任者」の氏名・連絡先を明記してください。（同じ場合

は「同上」と記載） 
 

県有財産の一般競争入札（令和８年５月 12日付け公告分）の一般競争入札に参加したく、申請しま

す。 

なお、次の事項については事実と相違ないことを誓約します。  

(1) 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当する者でないこと。 

(2) 地方自治法第 238条の３の規定に定められた公有財産に関する事務に従事する者でないこと 

(3) 入札の参加に当たっては、入札説明書、県有財産売買契約書（案）及び物件調書の内容を承

知した上で参加します。 

（注） 

１ 複数の物件に参加を希望する場合は、この用紙をコピーし、１件ごとに申請してください。 

２ 連名で入札の参加を申請する場合は、事前に別途お問い合わせください。 

 

 
                                     

  

受付印 
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入 札 保 証 金 返 還 請 求 書 
 

令和 年 月 日  

 

神奈川県知事 殿 

 

（申請者） 

住 所 

 

氏 名（法人の場合は法人名並びに代表者の役職及び氏名） 

 

 

担当者氏名          連絡先 

 

責任者氏名          連絡先 

 

※押印は不要です。「担当者」及び「責任者」の氏名・連絡先を

明記してください。（同じ場合は「同上」と記載） 

 

入札参加物件 物件番号 １・２・３・４・５・６・７・８・９ 

 

金                                   円 

 

県有財産の一般競争入札（令和８年５月 12日付け公告分）の入札保証金として納付したので、下

記振込先に振り込んでください。 

 

振込先 

金 融 機 関 名           銀行・信用金庫           支店 

預 金 種 別      普通      当座      その他（   ） 

口 座 番 号 
（右 詰 め） 

        

（フリガナ）  

口 座 名 義 人  

 

（注） 

１ 複数の物件に入札する場合は、この用紙をコピーして１件ごとに作成してください。 

２ 申請者が連名の場合は、事前に別途お問い合わせください。  



 

 

11 

入  札  書 
令和 年 月 日  

 

神奈川県知事 殿 

 

（申請者） 

住 所 

 

氏 名（法人の場合は法人名並びに代表者の役職及び氏名） 

 

 

担当者氏名          連絡先 

 

責任者氏名          連絡先 

 

※押印は不要です。「担当者」及び「責任者」の氏名・連絡先を

明記してください。（同じ場合は「同上」と記載） 

 

物 件 番 号 

 

   

金         額  

１・２・３・４・５・ ６ ・ ７ ・ ８ ・ ９  
百 十  億  千  百  十  万  千  百  十  一 

 

くじ引き指定本数   本 

 

県有財産の一般競争入札説明書（令和８年５月 12日付け公告分）の記載内容を承知のうえ上記のとおり

入札します。 

 

（注） 

１ 必要事項は、ボールペン（消せるボールペンは不可）又は万年筆で記載し、記名のうえ、ご郵送

ください。 

２ 入札金額は、入札書に右詰めで、土地並びに土地に付随する建物、工作物及び立木等に係る合計

金額（税込み）を算用数字で表示し、最初の数字の前に「￥」を記入してください。また、金額に

ついては、訂正できません。 

３ 複数の物件に入札する場合は、この用紙をコピーして１件ごとに使用してください。 

４ 申請者が連名の場合は、事前に別途お問い合わせください。 

５ 事由のいかんにかかわらず提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできません。 

６ 最高入札額が同額の場合に使用する、くじ引き指定本数に１～９までの記入をしてください。記

載がない場合は、１とみなします。くじ引きの方法については、21ページ記載のとおりです。 
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神奈川県暴力団排除条例に係る誓約書 

 

令和 年 月 日  

 

今般、神奈川県の県有財産の一般競争入札に参加するに当たっては、神奈川県暴力団排除条例（平成

22 年神奈川県条例第 75 号）第２条第２号から第５号までに該当する者及びこれらの者と密接な関係を

有する者に該当しないことを誓約します。 

また、神奈川県が、上記内容を確認するため、本様式に記載された情報を神奈川県警察本部に照会す

ることについて異議ありません。 

なお、代表者以外に記載した者についても、個人情報の提供及び神奈川県警察本部への照会について

本人の同意を得ております。 

神奈川県暴力団排除条例（抜粋） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（略） 

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。 

(3) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。 

(5) 暴力団経営支配法人等 法人でその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問そ

の他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等

以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融

資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者をいう。 

（略） 

 

１ 入札参加物件 

 

 物件番号      

 

２ 申請者 

            住 所 

 

           氏 名（法人の場合は法人名並びに代表者の役職及び氏名） 

 

担当者氏名          連絡先 

 

責任者氏名          連絡先 

 

※押印は不要です。「担当者」及び「責任者」の氏名・連絡先を明記してください。（同じ場合は「同

上」と記載） 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
代表者氏名 

生年月日 
(明治 M,大正 T,昭和 S,平成 H) 

性別 
(男･女) 

住  所 
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３ 法人役員（取締役、監査人、監査法人等履歴事項全部証明書に記載されている者） 

役職名 
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
氏  名 

生年月日 
(明治 M,大正 T,昭和 S,平成 H) 

性別 
(男･女) 

住  所 
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封筒の記載例 
  



 

 

15 

 

封筒の宛名記載例 

（表面）入札参加申請 
 

 

※封筒の裏面には差出人氏名・住所を記載してください。 

※郵送手続きや料金等は郵便局にお問い合わせください。 

 

 

  

 

切手  

〒 
２ ３ １ ８ ５ ８ ８ 

横
浜
市
中
区
日
本
大
通
１ 

神
奈
川
県
総
務
局 

総
務
室
経
理
・
債
権
管
理
適
正
化
グ
ル
ー
プ 

宛 

入
札
参
加
申
請
書
在
中 

【 
 

 
 

 
 

】 

書 
 

留 

簡
易
書
留 

入
札
参
加
申
請
書 
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封筒の宛名記載例 

（表面）入札書提出 
 

 

 

※①外封筒には、②中封筒、③歳計外現金納付書・領収書のコピー、入札保証金返

還請求書（開札後の送付でも可）を入れてください。 

※②中封筒には、入札書のみを入れて必ず封をしてください。 

※①外封筒の裏面には、差出人氏名・住所を記載してください。 

※郵送手続きや料金等は郵便局にお問い合わせください。 

  

 

切手  
〒 ２ ３ １ ８ ５ ８ ８ 

横
浜
市
中
区
日
本
大
通
１ 

神
奈
川
県
総
務
局
総
務
室 

経
理
・
債
権
管
理
適
正
化
グ
ル
ー
プ 

宛 

入
札
書
在
中 

【 
 

 
 

 
 

】 

書
留
／
簡
易
書
留 

       
県
有
財
産
の
一
般
競
争
入
札 

（
令
和
８
年
５
月
12
日
付
け
公
告
分
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

物
件
番
号
○ 

氏
名
・
住
所
（
ゴ
ム
印
・
ス
タ
ン
プ
可
） 

入 

札 

書 

③ 

・歳計外現金納付書・ 

領収書（写し） 

・入札保証金返還請求書 

(開札後の送付でも可) 

（①外封筒：送付用） （②中封筒：入札書封入用） 

①
に
③
を
入
れ
る
。 

①
に
②
を
入
れ
る
。 
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県有財産売買契約書（案） 

 

神奈川県知事 黒岩 祐治（以下「甲」という。）と●●●（以下「乙」という。）とは、

次の条項により県有財産の売買契約を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲は、その所有する別紙物件目録記載の県有財産（以下「売買物件」という。）を

乙へ売り渡し、乙はこれを買い受ける。 

（売買代金） 

第２条 売買代金は、金＜落札金額＞円とする。ただし、土地に付随する建物、工作物及

び立木等の価格は０円とする。 

（契約保証金） 

第３条 乙は、契約保証金として金＜契約保証金＞円を、この契約締結の日までに甲の発

行する納付書により神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。 

２ 前項の契約保証金は、第 16 条に定める損害賠償の額又はその一部としないものとする。 

３ 乙が本契約に定める義務を履行しないときは、第１項の契約保証金は甲に帰属するも

のとする。 

（売買代金の納入） 

第４条 乙は、第２条の売買代金を甲の発行する納入通知書により発行日から 30 日以内に

神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。 

２ 甲において、第３条第１項の契約保証金を第２条の売買代金の一部に充当できるもの

とする。 

（違約金） 

第５条 乙は、第２条に定める売買代金の納入を遅延したときは、納入期限の翌日から納

入した日までの日数に応じ、当該納入金額につき神奈川県財務規則（昭和 29 年神奈川県

規則第５号）第 33 条第１項に定める率で計算した額の違約金を甲の発行する納入通知書

によりその指定する期日までに神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。 

２ 前項の違約金の計算に用いる率は、当該遅滞が発生した日に適用されている率とする。 

（所有権移転時期） 

第６条 売買物件の所有権移転時期は、乙が第４条第１項に定める売買代金を完納したと

きとする。ただし、前条により違約金が賦課された場合には、その違約金を完納したと

きとする。 

（登記の嘱託） 

第７条 乙は、前条により売買物件の所有権が移転した後、甲に対し所有権移転の登記を

請求するものとし、甲はその請求により所有権移転の登記を所轄法務局に嘱託するもの

とする。 

２ 前項の所有権の移転登記に要する登録免許税は、乙の負担とする。 

（売買物件の引渡し） 

第８条 甲は、第６条により所有権が移転した後、売買物件を現況のまま乙に引渡すもの

とする。 

（危険負担） 

第９条 乙は、売買物件が、この契約締結後引渡しまでの間に、甲の責に帰することがで
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きない事由により、滅失又は毀損した場合には、甲に対して売買代金の減免、若しくは

損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。 

（契約不適合） 

第 10 条 乙は、この契約締結後、売買物件に土壌汚染、地中埋設物、面積の不足その他契

約の内容に適合しないものがあることを発見しても、甲に対して、売買代金の減免若し

くは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。 

（契約の解除） 

第 11 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告を要せずこの

契約を解除することができるものとする。 

２ 甲は、警察本部からの通知等に基づき、乙が、神奈川県暴力団排除条例（平成 22年神

奈川県条例第 75号。以下「条例」という。）第２条第２号から第５号（以下「暴力団

等」という。）までに該当すること及び条例第 23条に違反したこと並びに暴力団等と密

接な関係を有することが判明したときは、この契約を解除しなければならない。この場

合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその損害の賠償の責を負わないもの

とする。 

（条例の遵守及び用途制限等） 

第 12条 乙は、条例を遵守し、この契約の締結日から 10年間、本売買物件を暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する

暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されること

を知りながら、本売買物件を第三者に譲渡し、若しくは本売買物件について地上権、賃

借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。 

（実地調査等） 

第 13条 甲は、前条に定める乙の義務の履行状況について随時実地を調査し、又は乙に対

して所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 乙は、正当な理由がなくて前項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

は前項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（用途制限義務及び実地調査等の違反に対する措置） 

第 14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、売買代金の 10分の１に相当

する金額を違約金として乙に請求することができる。なお、当該違約金は、違約罰と解

釈するものとする。 

(1) 第 11条第２項の規定により、甲が契約を解除したとき。 

(2) 第 12条の規定に違反したとき。 

(3) 前条第２項の規定に違反して正当な理由がなくて同条第１項の規定による調査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ったとき。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第 15 条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく

甲に報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力などをしなければ

ならない。 

（損害賠償） 

第 16 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、その

損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払うものとする。 

（有益費等請求権の放棄） 

第 17 条 乙は、この契約を解除された場合において、売買物件に投じた有益費、必要費又

はその他の費用があってもこれを甲に請求しないものとする。 

（返還金及び利息） 
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第 18 条 甲は、この契約を解除したときは、収納済の売買代金を乙に返還するものとする。

ただし、この場合利息は付さないものとする。 

（乙の原状回復義務） 

第 19 条 乙は、甲が第 11 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま

でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状

に回復させる必要がないと認めたときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又は毀損しているときは、そ

の損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければ

ならないものとする。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合に

は、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならないものとする。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期

日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならないものとす

る。 

（印紙税の負担） 

第 20条 この契約の締結に必要な印紙税は、乙の負担とする。 

（信義誠実の義務） 

第 21条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行するものとする。 

（相隣関係等への配慮） 

第 22条 乙は、売買物件の引き渡し以後においては、近隣住民その他第三者との紛争が生

じないよう留意するものとする。 

（疑義等の決定） 

第 23 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の

うえ別に定めるものとする。 

（管轄裁判所） 

第 24 条 この契約について、訴訟等が生じたときは、甲の所在地を管轄区域とする横浜地

方裁判所を第一審の裁判所とする。 

 

 

この契約の締結を証するため、本契約書を２通作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通

を保有する。 

 

令和 年 月 日 

 

 

甲  横浜市中区日本大通１ 

神奈川県知事  黒岩 祐治 

 

乙  住所 
                 氏名                         
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別紙 

 

物 件 目 録 

 

 

所在地 地目 面積 備考 

   
付随する建物、工作物

一式 
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物件調書 
 



   物  件  調  書  物 件 番 号 １  

物  件  名  元旭警察署万騎が原交番  

所  在  地 横浜市旭区万騎が原101番3 

住  居  表  示  未実施 

地積（実測）  149.14㎡ 地 目  宅 地 形  状  不 整 形 

接 面 道 路 の  
幅 員 及 び 構 造  

北東側で幅員約8.8ｍ（市道大池29号線）の建築基準法第42条第１項第

５号道路、南東側で幅員約8.2ｍ（市道大池97号線）の建築基準法第42

条第１項第５号道路にそれぞれほぼ等高に接しています。 

（接面道路の最新状況は必ず入札者におかれても御確認ください。） 

法
令
等
に
基
づ

く
制
限 

都市計

画法  
・  

建築基

準法  

市街化区域  

用途地域  第１種低層住居専用地域 

建ぺい率  40％  容 積 率  80％  

その他規制  第 １ 種 高 度 地 区 、 建 築 基 準 法 第 22条 区 域 等  

文化財

保護法  
埋蔵文化財包 

蔵地該当有無  
無 

その他

の法律  
宅 地 造 成 等 工 事 規 制 区 域 等  

上 記 法 令 等 に 関 す る 詳 細 は 、 横 浜 市 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

私道の負担等

に関する事項  

負担の有無  無 
供給処理  

施設の状況  

電  気  可  

上 水 道  可  

負担の内容  ― 
下 水 道  可  

都市ガス  可  

交 通 機 関  
鉄 道  相 鉄 線 「 二 俣 川 駅 」 か ら 南 方 約 0.8ｋ ｍ  

バ ス  相 鉄 バ ス 「 万 騎 が 原 交 番 前 」 か ら 南 方 約 0.1ｋ ｍ  

参 

考 

事 

項 

○土地は、コンクリートブロック造の１階建ての建物、駐車場敷地として利用されており、建物・

工作物等を含めた現況での引渡しとなります。 

○敷地内は、ほぼ平坦です。 

○敷地はネットフェンス等で囲われています。 

○上水道については、敷地南東側道路に本管（300㎜）が敷設されており、敷地内に引込管及び給

水管が敷設されています。 

○下水道については、敷地南東側道路に分流汚水管（250㎜）及び分流雨水管（250㎜）が、それぞ

れ敷設されており、敷地内に接続桝（汚水・雨水）が敷設されています。 

○都市ガスについては、敷地北東側道路に低圧の管（100mm）が敷設されています。 

○土地は宅地造成等工事規制区域に指定されているため、土地形質変更を行う際は横浜市の許可が

必要です。詳細は横浜市にお問い合わせください。 

 

（裏面にも記載があります。） 



参 

考 

事 

項 

 

○土地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として散水等に努めてください。 

○土地については、土壌汚染調査・地耐力調査は、実施しておりません。 

○参考に、建物等の図面、アスベスト調査結果を別途、電子データで提供しますので、希望される

場合は財産経営課にお問い合わせください。なお、アスベスト調査結果と異なる状況が確認され

たとしても、除却の実施及び費用負担等について、県は対応しません。 

 

物 件 名 元旭警察署万騎が原交番  

建物 

建 物 登 記 未登記 

名 称 庁舎 

新築年月日 昭和 55 年１月 30 日 

構 造 コンクリートブロック造１階建 

延 床 面 積 43.87 ㎡ 

参 考 事 項 建 物 内 物 品 等 は 原 則 現 況 で の 引 渡 し と な り ま す 。  

 



広域

詳細

案 内 図



明 細 図



写真１ 写真２ 

  

写真３ 写真４ 

  
 



   物  件  調  書  物 件 番 号 ２  

物  件  名  元緑警察署鴨居町公舎  

所  在  地  横浜市緑区鴨居四丁目1014番 

住  居  表  示  実施地区（横浜市緑区鴨居四丁目66－11） 

地積（実測）  1,010.81㎡  地  目  宅 地 形   状  整 形 

接 面 道 路 の  
幅 員 及 び 構 造  

西側で幅員約 4.5ｍ（当該地一部含む）の建築基準法第 43条第２項の認

定・許可を要する道路状空地に接面しています。（認定・許可について

は横浜市に確認してください。）  

なお、道路状空地は敷地南側が高く、北側に向かってゆるやかな傾斜に

なっています。したがって、敷地南側は道路状空地より約１ｍ低く接面

しており、徐々に等高になり、敷地北側では約 30㎝高く接面しています。

（接面道路の最新状況は必ず入札者におかれても御確認ください。）  

法
令
等
に
基
づ

く
制
限 

都市計

画法  
・  

建築基

準法  

市街化区域  

用途地域  第１種住居地域  / 第１種低層住居専用地域  

建ぺい率  60％  / 50％  容  積  率  200％  / 80％  

その他規制  準 防 火 地域（第１種住居地域）、建築基準法第 22条区

域 等  
文化財

保護法  
埋蔵文化財包 

蔵地該当有無  
有（緑区NO.124） 

その他

の法律  宅 地 造 成 等 工 事 規 制区域等  

上記法令 等 に 関 す る 詳 細 は、横浜市にお問い合わせください。  

私道の負担等

に関する事項  

負担の有無  有 
供給処理  

施設の状況  

電   気  可  

上  水  道  可  

負担の内容  
県で所有する間は、

道路状空地を継続し

ています。 

下  水  道  可  

都市ガス  可  

交  通  機  関  
鉄  道  JR横 浜線「鴨居駅」から南方約 1.0ｋｍ  

バ  ス  横 浜 市営バス「南通」から南西方約 0.4ｋｍ  

参 

考 

事 

項 

○土地は、鉄筋コンクリート造の３階建ての建物、駐車場、駐輪場敷地及び道路状空地として利用

されており、建物・工作物等を含めた現況での引渡しとなります。 

○敷地内は、ほぼ平坦ですが、敷地北側及び東側に法面があります。土地内の敷地と道路状空地は

敷地中央部分を除き等高ではありません。 

○敷地は法面及び南側を除きネットフェンス等で囲われています。 

○上水道については、敷地西側道路状空地に本管（100㎜）が敷設されており、敷地内に引込管が

敷設されています。上水道本管が土地に含まれている可能性があるので、横浜市にお問い合わせ

ください。 

○下水道については、敷地西側道路状空地に分流汚水管（管径不明）が、敷地北西側に分流雨水管

（管径不明）が、それぞれ敷設されており、敷地内に接続桝（汚水・雨水）が敷設されています。

分流汚水管、分流雨水管及びマンホールが土地に含まれている可能性があるので、横浜市にお問

い合わせください。 

 

（裏面にも記載があります。） 



参 

考 

事 

項 

 

○都市ガスについては、敷地西側道路状空地に低圧の管（75mm）が敷設されています。ガス管が土

地に含まれている可能性があるので、東京ガス（株）にお問い合わせください。 

〇土地は、埋蔵文化財包蔵地に該当しています。詳細は、横浜市にお問い合わせください。 

○敷地北側において、隣接地権者のごみ箱及びごみ箱の基礎が県有地へ越境しています。 

○越境に関しては隣接地権者と覚書を締結し、越境物の改修工事を実施する場合には、双方協議の

うえ、自己所有地内に設置するものとしています。 

〇土地南西側がごみ置き場として使用されています。今後については自治会等と相談してくださ

い。 

○土地は宅地造成等工事規制区域に指定されているため、土地形質変更を行う際は横浜市の許可が

必要です。詳細は横浜市にお問い合わせください。 

○土地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として散水等に努めてください。 

〇本敷地西側は、建築基準法第43条第２項の道路認定・許可を要する道路状空地のため、建築等を

行う際は横浜市の道路認定・許可が必要です。詳細は横浜市にお問い合わせください。  

なお、本敷地西側は新築の際に約1.8ｍ後退して建築しています。また、平成18年11月には、横

浜市の照会に対して、県で所有する間は現在の道路状形態を継続し、通行の用に供する旨の回答

をしています。今後の取扱いについては、横浜市にお問い合わせください。 

○土地については、土壌汚染調査・地耐力調査は、実施しておりません。 

○参考に、建物等の図面、アスベスト調査結果を別途、電子データで提供しますので、希望される

場合は財産経営課にお問い合わせください。なお、アスベスト調査結果と異なる状況が確認され

たとしても、除却の実施及び費用負担等について、県は対応しません。 

 

物 件 名 元緑警察署鴨居町公舎  

建物 

建 物 登 記 登記済（所在：横浜市緑区鴨居四丁目 1014番地 家屋番号：1014番） 

名 称 元緑警察署鴨居町公舎  

新築年月日 昭和 45 年 10月 19日 

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 

延 床 面 積 922.92 ㎡（公簿）、825.72㎡（建築確認申請台帳記載面積） 

参 考 事 項 建 物 内 物 品 等 は 原則現況での引渡しとなります。  
 



広域

詳細

案 内 図



明 細 図



写真１ 写真２ 

  

写真３ 写真４ 

  
 



   物  件  調  書  物 件 番 号 ３  

物  件  名  元横須賀警察署佐野公舎  

所  在  地 横須賀市佐野町五丁目28番 

住  居  表  示  未実施 

地積（実測）  1,210.97㎡ 地 目  宅 地 形  状  不整形 

接 面 道 路 の  
幅 員 及 び 構 造  

北側で幅員約2.0ｍの建築基準法第42条第２項道路に等高に接面し、北
西側で幅員約1.8ｍの建築基準法第42条第２項道路に等高に接面してい
ます。 
（接面道路の最新状況は必ず入札者におかれても御確認ください。） 

法
令
等
に
基
づ

く
制
限 

都市計

画法  
・  

建築基

準法  

市街化区域  

用途地域  第１種中高層住居専用地域 

建ぺい率  60 ％  容 積 率  200 ％  

その他規制  第 １ 種 高 度 地 区 、 準 防 火 地 域 等  

文化財

保護法  
埋蔵文化財包 

蔵地該当有無  
無 

その他

の法律  
土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 、 土 砂 災 害 警 戒 区 域 、  
急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 、 宅 地 造 成 等 工 事 規 制 区 域 等  

上 記 法 令 等 に 関 す る 詳 細 は 、 横 須 賀 市 等 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

私道の負担等

に関する事項  

負担の有無  有 
供給処理  

施設の状況  

電  気  可  

上 水 道  可  

負担の内容  
開発条件によりセ

ットバックが必要

となります。 

下 水 道  可  

都市ガス  なし  

交 通 機 関  
鉄 道  JR横 須 賀 線 「 衣 笠 駅 」 か ら 北 東 方 約 1.1ｋ ｍ  

バ ス  京 浜 急 行 バ ス 「 曹 源 寺 」 か ら 南 東 方 約 0.3ｋ ｍ  

参 

考 

事 

項 
○敷地の平坦地部分は更地で、南東側の崖の一部は、本物件の敷地となっています。 
○敷地内には崖の崩落による被害防止のために設置された木柵等が存置しています。これらを含め

た現況での引渡しとなります。 
○敷地北側及び北西側の道路は建築基準法上第42条第2項の道路に該当し、セットバックを要しま

す。詳細は横須賀市にお問い合わせください。 

○本敷地は急傾斜地崩壊危険区域に指定されており、敷地南側から東側には垂直に近い崖があり、

その大部分は隣接者の敷地です。急傾斜地崩壊危険区域については、神奈川県横須賀土木事務所

にお問い合わせください。 

○本敷地は土砂災害警戒区域、敷地の一部が土砂災害特別警戒区域に指定されています。区域等の

指定に関することや手続きについては神奈川県横須賀土木事務所へ、地域防災・避難等について

は横須賀市へお問い合わせください。 

○平成21年度に隣接する崖の一部の崩落を確認しています。 

○敷地内には、樹木及び伐採した樹木の根が複数存置しています。 

○県有地の樹木が隣接地へ、隣接地の樹木が県有地に越境しています。取扱いについては、隣接地

権者と協議してください。 
（裏面にも記載があります。） 



参 

考 

事 

項 

 
○一部境界確認協議書のないところがあります。 

○上水道については、敷地北側及び北西側道路に本管（50㎜）が敷設されており、敷地内に引込管

が敷設されています。 

○下水道については、敷地北側道路に本管（250㎜）が敷設されています。 

○敷地内において、東京電力PG（株）の電柱１本・支線２条、NTT東日本（株）の共架電線１本が存

置しており、それぞれ土地賃貸借契約を締結しています。また、地元自治会が外灯を共架してい

ます。 

○本敷地上には建物登記が残っていますが、該当の建物は現存しないため、物件の引渡しまでに建

物の滅失登記を行う予定です。 

○本敷地については、土壌調査及び地耐力調査は、実施していません。 

○土地は宅地造成等工事規制区域に指定されているため、土地形質変更を行う際は横須賀市の許可

が必要です。詳細は横須賀市に確認してください。 

〇本敷地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として、散水等に努めてください。 

 
 



広域

詳細

案 内 図



明 細 図



写真１ 写真２ 

  

写真３ 写真４ 

  

 



   物  件  調  書  物 件 番 号 ４  

物  件  名  元横須賀警察署汐見台連絡所  

所  在  地  横須賀市汐見台三丁目32番228 

住  居  表  示  実施地区（横須賀市汐見台三丁目13−14） 

地積（実測）  150.18㎡  地  目  宅 地 形   状  ほぼ長方形 

接 面 道 路 の  

幅 員 及 び 構 造  

南東側で幅員約７ｍの建築基準法第 42条第１項第１号道路（横須賀市道

5128号）に約 1～ 1.5ｍ高くに接面し、南西側で幅員約６ｍの建築基準法

第 42条第１項第１号道路（横須賀市道 5163号）に等高または約１ｍ高く

接面しています。  

（接面道路の最新状況は必ず入札者におかれても御確認ください。）  

法
令
等
に
基
づ

く
制
限 

都市計

画法  

・  

建築基

準法  

市街化区域  

用途地域  第１種低層住居専用地域  

建ぺい率  40 ％  容  積  率  80 ％  

その他規制  建築基準法第 22条区域等  

文化財

保護法  

埋蔵文化財包 

蔵地該当有無  
無 

その他

の法律  
宅地造成等工事規制区域等  

上記法令等に関する詳細は、横須賀市等にお問い合わせください。  

私道の負担等

に関する事項  

負担の有無  無 
供給処理  

施設の状況  

電   気  可  

上  水  道  可  

負担の内容  ― 
下  水  道  可  

都市ガス  可  

交  通  機  関  
鉄  道  JR横須賀線「衣笠駅」から北東方約 0.95ｋｍ  

バ  ス  京浜急行バス「曹源寺」から北西方約 0.55ｋｍ  

参 

考 

事 

項 
○土地はコンクリートブロック造の２階建ての建物、駐車場敷地として利用されており、建物・工

作物等を含めた現況での引渡しとなります。 

○建物の土台となる部分の土地は約１ｍ前後高くコンクリートブロック積層の擁壁が設けられて

います。 

○上水道については、敷地南西側道路に本管（150㎜）が敷設されており、敷地内に引込管及び給

水管が敷設されています。 

○下水道については、敷地南西側道路に本管（700㎜）が敷設されており、敷地内に引込管及び排

水管が敷設されています。 

○都市ガスについては、敷地南西側道路に低圧の管（150mm）が敷設されており、敷地内に引込ん

でいます。 

○敷地内において、東京電力PG（株）の電柱１本、NTT東日本（株）及びジェイコム（株）の共架電

線各１条が存置しており、土地賃貸借契約を締結しています。 

○敷地南側において、光ケーブルが敷地上空を通っている箇所があります。 

○敷地南西側に隣接する道路上に、自治会のごみ置き場が設置されております。今後については自

治会と相談してください。 

 

（裏面にも記載があります。） 



参 

考 

事 

項 

 

○土地は宅地造成等工事規制区域に指定されているため、土地形質変更を行う際は横須賀市の許可

が必要です。詳細は横須賀市に確認してください。 

〇本敷地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として、散水等に努めてください。 

○本敷地については、土壌調査及び地耐力調査は、実施していません。 

○参考に、建物等の図面、アスベスト調査結果を別途、電子データで提供しますので、希望される

場合は財産経営課にお問い合わせください。なお、アスベスト調査結果と異なる状況が確認され

たとしても、除却の実施及び費用負担等について、県は対応しません。 

 

物 件 名 元横須賀警察署汐見台連絡所  

建物 

建 物 登 記 未登記 

名 称 庁舎 

新築年月日 昭和 52年３月 17日 

構 造 コンクリートブロック造 ２階建 

延 床 面 積 70.66㎡ 

参 考 事 項 建物内物品等は原則現況での引渡しとなります。  

 



広域

詳細

案 内 図



明 細 図



写真１ 写真２ 

  
写真３ 写真４ 

  
 



   物  件  調  書  物 件 番 号 ５  

物  件  名  元夏島公舎  

所  在  地 横須賀市夏島町５番 

住  居  表  示  未実施 

地積（実測）  3,305.41㎡ 地 目  宅 地 形  状  整 形 

接 面 道 路 の  
幅 員 及 び 構 造  

南側で幅員約24ｍの建築基準法第42条第１項第１号道路（横須賀市道1

627号）に等高に接面し、北側で幅員約６ｍの建築基準法第42条第１項

第１号道路（横須賀市道4627号）に等高ないしやや高く接面しています。 

（接面道路の最新状況は必ず入札者におかれても御確認ください。） 

法
令
等
に
基
づ

く
制
限 

都市計

画法  
・  

建築基

準法  

市街化区域  

用途地域  近隣商業地域 / 第１種住居地域 

建ぺい率  80％ / 60％  容 積 率  300％ / 200％  

その他規制  
第 ３ 種 高 度 地 区（ 近 隣 商 業 地 域 ）、第 １ 種 高 度 地 区（ 第

１ 種 住 居 地 域 ）、準 防 火 地 域（ 近 隣 商 業 地 域 ・ 第 １ 種

住 居 地 域 ） 等  
文化財

保護法  
埋蔵文化財包 

蔵地該当有無  
無 

その他

の法律  
宅 地 造 成 等 工 事 規 制 区 域 等  

上 記 法 令 等 に 関 す る 詳 細 は 、 横 須 賀 市 等 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

私道の負担等

に関する事項  

負担の有無  無 
供給処理  

施設の状況  

電  気  可  

上 水 道  可  

負担の内容  ― 
下 水 道  可  

都市ガス  可  

交 通 機 関  
鉄 道  京 浜 急 行 線 「 追 浜 駅 ｣か ら 東 方 約 0.73ｋ ｍ  

バ ス  京 浜 急 行 バ ス「 京 急 Lウ ィ ン グ 前 」か ら 東 方 約 0.17ｋ ｍ  

参 

考 

事 

項 
○土地は、鉄筋コンクリート造の４階建ての建物３棟、１階建ての車庫、駐車場、駐輪場敷地とし

て利用されており、建物、工作物、立木等を含めた現況での引渡しとなります。 
○敷地内は、ほぼ平坦であり、立ち入りを制限するための単管パイプ、フェンス及び門扉が設置さ

れています。 
○上水道については、敷地南側道路に本管（100㎜）が、敷地北側道路に本管（100㎜）が敷設され

ており、敷地内に引込管及び給水管が敷設されています。 

○下水道については、敷地北側道路に本管（250mm）が敷設されており、敷地内に引込管及び排水

管が敷設されています。また、敷地南側道路に本管（250mm）敷設されています。 

○都市ガスについては、敷地南側道路に低圧の管（150mm）が、敷地北側道路に低圧の管（50mm）

がそれぞれ敷設されており、敷地内に引込んでいます。 

○敷地内において、NTT東日本(株)の電柱２本・支線１条が存置しており、土地賃貸借契約を締結

しています。 

○公舎（１）の201・311・414・416号室については、当該室の室内及びバルコニーにおいて、過去

に鳩の飛来および巣の設置がありました。（糞・死骸等は一部撤去・清掃済み） 

 

（裏面にも記載があります。） 



参 

考 

事 

項 

 

○公舎（２）の201号室については、過去に自殺がありました。（時期不明） 

○土地は宅地造成等工事規制区域に指定されているため、土地形質変更を行う際は横須賀市の許可

が必要です。詳細は横須賀市にお問い合わせください。 

○建物３に関して、付属建物（ポンプ室２棟）が登記されていますが、当該付属建物は現存しない

ため、物件の引渡しまでに建物表示変更登記を行う予定です。 

○土地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として散水等に努めてください。 

○土地については、土壌汚染調査・地耐力調査は、実施しておりません。 

○参考に、建物等の図面、アスベスト調査結果を別途、電子データで提供しますので、希望される

場合は財産経営課にお問い合わせください。なお、アスベスト調査結果と異なる状況が確認され

たとしても、除却の実施及び費用負担等について、県は対応しません。 

 

物 件 名 元夏島公舎  

建物１ 

建 物 登 記 未登記 

名 称 公舎（１） 

新築年月日 昭和 39 年３月 31 日 

構 造 鉄筋コンクリート造４階建 

延 床 面 積 1,204.11 ㎡ 

参 考 事 項 建 物 内 物 品 等 は 原 則 現 況 で の 引 渡 し と な り ま す 。  

建物２ 

建 物 登 記 未登記 

名 称 公舎（２） 

新築年月日 昭和 40 年３月 30 日 

構 造 鉄筋コンクリート造４階建 

延 床 面 積 856.00 ㎡ 

参 考 事 項 建 物 内 物 品 等 は 原 則 現 況 で の 引 渡 し と な り ま す 。  

建物３ 

建 物 登 記 登記済（所在：横須賀市夏島町５番 家屋番号：５番） 

名 称 公舎（３） 

新築年月日 昭和 37 年 10 月４日 

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

延 床 面 積 685.01 ㎡ 

参 考 事 項 
建 物 内 物 品 等 は 原 則 現 況 で の 引 渡 し と な り ま す 。  
な お 、建 物 登 記 に 記 載 の あ る ポ ン プ 室（ 符 号 １ 及 び ２ ）は 現 存 し
ま せ ん 。  

建物４ 

建 物 登 記 未登記 

名 称 車庫 

新築年月日 昭和 39 年３月 31 日 

構 造 鉄筋コンクリート造１階建 

延 床 面 積 54.00 ㎡ 

参 考 事 項 建 物 内 物 品 等 は 原 則 現 況 で の 引 渡 し と な り ま す 。  

 



広域

詳細

案 内 図



明 細 図



写真１ 写真２ 

  

写真３ 写真４ 

  

写真５ 写真６ 

  

 



   物  件  調  書  物 件 番 号 ６  

物  件  名  元茅ケ崎警察署岡田交番  

所  在  地  高座郡寒川町岡田五丁目 490番３  

住  居  表  示  高座郡寒川町岡田五丁目 18番１号  

地積（実測）  132.27㎡  地  目  宅 地 形   状  整 形 

接 面 道 路 の  

幅 員 及 び 構 造  

北西側で幅員約 11.6ｍの建築基準法第 42条第１項第１号道路（神奈川

県道 45号）に等高または約 40ｃｍ高く接面しています。  

（接面道路の最新状況は必ず入札者におかれても御確認ください。）  

法
令
等
に
基
づ

く
制
限 

都市計

画法  

・  

建築基

準法  

市街化区域  

用途地域  第１種住居地域 

建ぺい率  60％  容  積  率  200％  

その他規制  第１種高度地区、準防火地域等  

文化財

保護法  

埋蔵文化財包 

蔵地該当有無  
無 

その他

の法律  
宅地造成等工事規制区域等  

上記法令等に関する詳細は、寒川町等にお問い合わせください。  

私道の負担等

に関する事項  

負担の有無  無 
供給処理  

施設の状況  

電   気  可  

上  水  道  可  

負担の内容  ― 
下  水  道  可  

都市ガス  なし  

交  通  機  関  
鉄  道  JR相模線「寒川駅」から北東方約 1.1ｋｍ  

バ  ス  神奈川中央交通バス「岡田」から北西方約 0.1ｋｍ  

参 

考 

事 

項 

○土地は鉄筋コンクリート造の１階建ての建物、駐車場、駐輪場敷地として利用されており、建物・

工作物等を含め、すべて現況での引渡しとなります。 

○建物の土台となる部分の土地は約１ｍ、花壇部分は約40ｃｍ高く鉄筋コンクリート造他の擁壁が

設けられています。 

○敷地はガードフェンスで囲われています。 

○敷地南東側において、県所有のコンクリート直壁及びコンクリートたたきが隣接地へ越境してい

ます。 

○越境に関しては覚書を締結し、越境者は解消に努めることとしているほか、工作物の改修工事を

実施する際に双方協議のうえで、自己所有地内に工作物等を設置するものとしています。 

○上水道については、敷地北西側道路に本管（150㎜）が敷設されており、敷地内に引込管及び給

水管が敷設されています。 

○下水道については、敷地北西側道路及び敷地北東側建築基準法第42条非該当の道に本管（200㎜）

が敷設されており、敷地内に引込管及び排水管が敷設されています。 

○本敷地については、土壌調査及び地耐力調査は、実施していません。 

 

（裏面にも記載があります。） 



参 

考 

事 

項 

○土地は宅地造成等工事規制区域に指定されているため、土地形質変更を行う際は神奈川県の許可

が必要です。詳細は神奈川県砂防課厚木南駐在事務所に確認してください。 

〇土地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として散水等に努めてください。 

○参考に、建物等の図面、アスベスト調査結果を別途、電子データで提供しますので、希望される

場合は財産経営課にお問い合わせください。なお、アスベスト調査結果と異なる状況が確認され

たとしても、除却の実施及び費用負担等について、県は対応しません。 

 

物 件 名 元茅ケ崎警察署岡田交番 

建物 

建 物 登 記 未登記 

名 称 庁舎 

新築年月日 昭和 55年３月 28日 

構 造 鉄筋コンクリート造１階建 

延 床 面 積 40.84㎡ 

参 考 事 項 建物内物品等は原則現況での引渡しとなります。  

 



広域

詳細

案 内 図



明 細 図



写真 

 

 



   物  件  調  書  物 件 番 号 ７  

物  件  名  元秦野警察署入船町公舎  

所  在  地  
秦野市入船町2051番１、2051番５、2051番６、2051番７、2051番13、2051番14、 

2051番20、2053番５、2053番６、2058番３、2058番４、2058番５、2058番９ 

住  居  表  示  実施地区（秦野市入船町９番１号、２号） 

地積（実測）   2,368.11㎡（公簿 :2,365.95㎡）  地  目  宅 地 形   状  不 整 形 

接 面 道 路 の  

幅 員 及 び 構 造  

南西側で幅員約 11.1ｍの建築基準法第 42条第１項第１号道路に等高に

接面し、南東側で幅員約 6.1～ 9.8ｍの建築基準法第 42条第１項第１号道

路に最大で約 1.4ｍ高く接面しており、「市道 62号線歩道設置事業」の

計画範囲に含まれています。  

（接面道路の最新状況は必ず入札者におかれても御確認ください。）  

法
令
等
に
基
づ

く
制
限 

都市計

画法  

・  

建築基

準法  

市街化区域  

用途地域  準工業地域  

建ぺい率  60％  容  積  率  200％  

その他規制  居住誘導区域、建築基準法第 22条区域等  

文化財

保護法  

埋蔵文化財包 

蔵地該当有無  
無（曽屋入船町遺跡・隣接地） 

その他

の法律  
宅地造成等工事規制区域等  

上記法令等に関する詳細は、秦野市等にお問い合わせください。  

私道の負担等

に関する事項  

負担の有無  無 
供給処理  

施設の状況  

電   気  可  

上  水  道  可  

負担の内容  ― 
下  水  道  可  

都市ガス  可  

交  通  機  関  
鉄  道  小田急小田原線「秦野駅」から北東方約 1.2ｋｍ  

バ  ス  神奈川中央交通バス「下宿」から南東方約 0.2ｋｍ  

参 

考 

事 

項 
○土地は、鉄筋コンクリート造の３階建てと４階建ての建物・駐車場・駐輪場敷地として利用され

ており、建物・工作物・立木等を含めた現況での引渡しとなります。 

○敷地内は、ほぼ平坦ですが、南東道路側進入口は緩やかなスロープとなっています。 

○敷地はネットフェンス等で囲われています。 

○上水道については、敷地南東側道路に本管（150㎜）が敷設されており、敷地内に引込管が敷設さ

れています。 

○下水道については、敷地南東側道路に汚水枝線（250mm）敷設されており、敷地内に引込管が敷設

されています。 

○都市ガスについては、敷地南東側道路に低圧の管（100mm）が敷設されており、敷地内に引込んで

います。 

〇敷地は、埋蔵文化財包蔵地の隣接地に該当しています。詳細は、秦野市にお問い合わせください。 

○敷地南西側において、隣接地権者所有の建物の庇が越境しています。 

○越境に関しては覚書を締結し、越境者は解消に努めることとしているほか、建替え工事等を行う

際は、双方協議のうえ越境者の負担において越境物を撤去するものとしています。 

 

（裏面にも記載があります。） 



参 

考 

事 

項 

○敷地内において、東京電力PG（株）の本柱１本・支柱１本、NTT東日本（株）及びジェイコム

（株）のケーブル、秦野市の街路灯１本が存置しており、それぞれ土地賃貸借契約を締結して

います。 

○敷地南東側の一部（約110.2㎡）が「市道62号線歩道設置事業」の計画範囲に含まれています。 

○本地取得後、土地利用に当たっては秦野市への当該道路用地の譲渡に努めてください。なお、当

該道路用地の譲渡に伴い建物等の除却が必要となります。 

○「市道62号線歩道設置事業」及び当該道路用地の譲渡に係る手続き等の詳細は、秦野市建設部道

路整備課にお問い合わせください。 

○本敷地については、土壌汚染調査・地耐力調査は、実施しておりません。 

○土地は宅地造成等工事規制区域に指定されているため、土地形質変更を行う際は神奈川県の許可

が必要です。詳細は神奈川県砂防課厚木南駐在事務所に確認してください。 

○本敷地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として散水等に努めてください。 

○参考に、建物等の図面、アスベスト調査結果、秦野市へ譲渡する道路用地の実測図及び平面図を

別途、電子データで提供しますので、希望される場合は財産経営課にお問い合わせください。な

お、アスベスト調査結果と異なる状況が確認されたとしても、除却の実施及び費用負担等につい

て、県は対応しません。 

 

物 件 名 元秦野警察署入船町公舎 

建物１ 

建 物 登 記 未登記 

名 称 元入船町公舎１号棟 

新築年月日 昭和 48年 ３月 31日 

構 造 鉄筋コンクリート造 ３階建て 

延 床 面 積 681.71㎡ 

参 考 事 項 建物内物品等は原則現況での引渡しとなります。  

建物２ 

建 物 登 記 
登記済（所在：秦野市入船町 2051番地１、2058番地５、2058番地３、2051番地

１先 家屋番号：2051番１の３） 

名 称 元入船町公舎２号棟 

新築年月日 昭和 57年４月６日 

構 造 鉄筋コンクリート造４階建て 

延 床 面 積 923.00㎡（予定価格算定基準面積：960.03㎡） 

参 考 事 項 建物内物品等は原則現況での引渡しとなります。  

 



案 内 図

広域

詳細



明 細 図











写真１ 写真２ 

  
写真３ 写真４ 

  
 



   物  件  調  書  物件番号８ -１ 

物  件  名  元大寿荘  

所  在  地  足柄下郡箱根町宮城野字日影山1355番4、1358番14 

住  居  表  示  未実施 

地積（実測）  5,497.92㎡（公簿 :5,083.00㎡）  地  目  山林 形   状  不整形 

接 面 道 路 の  

幅 員 及 び 構 造  

西側で建築基準法第 42条第１項第３号道路（箱根町道  宮 146号線）に等
高に接面し、敷地西側の一部が道路に含まれています。  
（接面道路の最新状況は必ず入札者におかれても御確認ください。）  

法
令
等
に
基
づ

く
制
限 

都市計

画法  

・  

建築基

準法  

非線引都市計画区域  

用途地域  第１種住居地域  

建ぺい率  60％  容  積  率  200％  

その他規制  準防火地域等  

文化財

保護法  

埋蔵文化財包 

蔵地該当有無  
無 

その他

の法律  

土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、景観計画区域、  

宅地造成等工事規制区域、富士箱根伊豆国立公園普通地域等  

上記法令等に関する詳細は、箱根町等にお問い合わせください。  

私道の負担等

に関する事項  

負担の有無  無 
供給処理  

施設の状況  

電   気  可  

上  水  道  可  

負担の内容  ― 
下  水  道  可  

都市ガス  なし  

交  通  機  関  
鉄  道  箱根登山線「強羅駅」から北東方約 1.3ｋｍ  

バ  ス  箱根登山バス「宮城野橋」から北東方約 0.45ｋｍ  

参 

考 

事 

項 

○敷地には、保養所、浴室棟及び倉庫が存置しています。これらに附属する電気関係設備、水道設

備等が存置されています。（附属設備の一部は撤去している可能性があります。）また、敷地西

側進入路入口部分に屋外受水槽及び配管が存置されています。これら建物・工作物・立木等を含

めて現況における引渡しとなります。 

〇敷地の一部が土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に指定されています。区域等の指定に関

することや手続きについては神奈川県県西土木事務所小田原土木センターへ、地域防災・避難等

については箱根町へお問い合わせください。 

○敷地の一部にバリケードフェンスを設置しています。 

○上水道については、敷地西側道路に本管（100㎜）が敷設されており、敷地内に引込管が敷設さ

れています。 

○下水道については、敷地西側道路に汚水枝線（150mm）が敷設されており、敷地内に引込管が敷

設されています。 

○敷地内に過去使用していた温泉給湯のための受湯管が存置されています。受湯管を撤去等する場

合は事前に湘山開発（株）へ通知してください。 

 

（裏面にも記載があります。） 



参 

考 

事 

項 

 

○敷地内において、東京電力PG（株）の本柱２本・支線１本、送電線路線下敷、隣接するトゥイン

クス強羅管理組合の汚水排水管が存置しており、敷地西側進入路入口部分において、公共下水管

渠を箱根町が設置しております。それぞれ土地賃貸借契約を締結しています。 

○敷地内及び崖上施設からの雨水について、敷地内雨水管で集水し、隣接する町立箱根の森小学校

敷地内を通り排水しているため、箱根町教育委員会から行政財産使用許可を受けています。詳細

は、箱根町教育委員会学校教育課にお問い合わせください。 

○土地は宅地造成等工事規制区域に指定されているため、土地形質変更を行う際は神奈川県の許可

が必要です。詳細は神奈川県砂防課厚木南駐在事務所に確認してください。 

○本敷地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として散水等に努めてください。 

○本敷地については、土壌汚染調査・地耐力調査は、実施しておりません。 

○参考に、建物等の図面、アスベスト調査結果を別途、電子データで提供しますので、希望される

場合は財産経営課にお問い合わせください。なお、アスベスト調査結果と異なる状況が確認され

たとしても、除却の実施及び費用負担等について、県は対応しません。 

 

物 件 名 元大寿荘  

建物１ 

建 物 登 記 未登記 

名 称 本館 

新築年月日 昭和 40年 11月９日 

構 造 鉄筋コンクリート造６階建 

延 床 面 積 1,717.62㎡ 

参 考 事 項 建物内物品等は原則現況での引渡しとなります。  

建物２ 

建 物 登 記 未登記 

名 称 倉庫 

新築年月日 昭和 42年７月 20日 

構 造 コンクリートブロック造平屋建 

延 床 面 積 21.04㎡ 

参 考 事 項 建物内物品等は原則現況での引渡しとなります。  

 



広域

詳細

案 内 図



明 細 図



写真１ 写真２ 

  

写真３ 写真４ 

  

写真５ 写真６ 

  

写真７ 写真８ 

  



   物  件  調  書  物件番号８ -２ 

物  件  名  元大寿荘職員宿舎  

所  在  地  足柄下郡箱根町宮城野字日影山1358番6 

住  居  表  示  未実施 

地積（実測）  1,070.30㎡  地  目  雑種地 形   状  不整形 

接 面 道 路 の  

幅 員 及 び 構 造  

北側で幅員約 3.8ｍの建築基準法第 42条第２項道路に最大で約 2.0ｍ高
く接面しています。  
（接面道路の最新状況は必ず入札者におかれても御確認ください。）  

法
令
等
に
基
づ

く
制
限 

都市計

画法  

・  

建築基

準法  

非線引都市計画区域  

用途地域  第１種住居地域  

建ぺい率  60％  容  積  率  200％  

その他規制  準防火地域等  

文化財

保護法  

埋蔵文化財包 

蔵地該当有無  
無 

その他

の法律  

土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、景観計画区域、  

宅地造成等工事規制区域、富士箱根伊豆国立公園普通地域等  

上記法令等に関する詳細は、箱根町等にお問い合わせください。  

私道の負担等

に関する事項  

負担の有無  有 

供給処理  

施設の状況  

電   気  可  

上  水  道  可  

負担の内容  

開発条件によりセ

ットバックが必要

となります。 

下  水  道  可  

都市ガス  なし  

交  通  機  関  
鉄  道  箱根登山線「強羅駅」から北東方約 1.4ｋｍ  

バ  ス  箱根登山バス「宮城野案内所前」から東方約 0.75ｋｍ  

参 

考 

事 

項 
○敷地は大寿荘の職員宿舎敷地として使用されていましたが、令和５年度に建物除却済みです。 

○敷地には、ネットフェンス、建物基礎、コンクリート土塁等が存置しております。また、敷地南

側は竹林や藪となっており、樹木が複数存置しています。これらを含めて現況における引渡しと

なります。 

○敷地内は、西側傾斜地です。 

○敷地北側の道路は建築基準法上第42条第２項の道路に該当し、幅員が４ｍに満たない場合はセッ

トバックを要する可能性があります。詳細は箱根町にお問い合わせください。 

○敷地北側道路側に砂防指定地（上ノ沢２）があります。区域の指定等に関することは神奈川県県

西土木事務所小田原土木センターにお問い合わせください。 

○敷地の一部が土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に指定されています。区域の指定等に関

することは神奈川県県西土木事務所小田原土木センターへ、地域防災・避難等については箱根町

へお問い合わせください。 

○上水道については、敷地北東側道路に本管（管径不明）が敷設されており、敷地内に引込管が敷

設されています。 

 

（裏面にも記載があります。） 



参 

考 

事 

項 

 

○下水道については、敷地北東側道路に汚水枝線（200mm）敷設されておりますが、接続箇所は坂

の上のため、汚水圧送が必要です。（敷地内に浄化槽の一部が存置されており浄化槽を設置し沢

への排水も可能ですが、周辺環境へ配慮の上ご検討ください。） 

○本敷地については、土壌汚染調査・地耐力調査は、実施しておりません。 

○土地は宅地造成等工事規制区域に指定されているため、土地形質変更を行う際は神奈川県の許可

が必要です。詳細は神奈川県砂防課厚木南駐在事務所にお問い合わせください。 

○本敷地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として散水等に努めてください。 

○参考に、存置物の配置図を別途、電子データで提供しますので、希望される場合は財産経営課に

お問い合わせください。なお、配置図と異なる状況が確認されたとしても、撤去及びその他の費

用については、県は対応しません。 

 

 



広域

詳細

案 内 図



明 細 図



写真１ 写真２ 

  

写真３ 写真４ 

  

写真５  

 

 

 



   物  件  調  書  物 件 番 号 ９  

物  件  名  元相模原総合高等学校  小グラウンド２  

所  在  地  相模原市緑区大島1229番54 

住  居  表  示  未実施 

地積（実測）  1,838.33㎡  地  目  学校用地 形   状  整 形 

接 面 道 路 の  

幅 員 及 び 構 造  

南東側で幅員約 6.0ｍの建築基準法第 42条第１項第１号道路（市道大島 3

82号）に約 50cm高く接面し、北東側で幅員約 6.0ｍの建築基準法第 42条第

１項第１号道路（市道大島 395号）に約 50cm高く接面し、南西側で幅員約

4.0ｍの建築基準法第 42条第１項第１号道路（市道大島 61号）に約 50cm高

く接面しています。  

（接面道路の最新状況は必ず入札者におかれても御確認ください。）  

法
令
等
に
基
づ

く
制
限 

都市計

画法  

・  

建築基

準法  

市街化調整区域  

用途地域  ―  

建ぺい率  50％  容  積  率  80％  

その他規制 相模原市開発審査会提案基準 22等  

文化財

保護法  

埋蔵文化財包 

蔵地該当有無 
無 

その他

の法律  
宅地造成等工事規制区域等  

上記法令等に関する詳細は、相模原市にお問い合わせください。  

私道の負担等

に関する事項  

負担の有無  無 
供給処理  

施設の状況  

電   気  可  

上  水  道  可  

負担の内容  ― 
下  水  道  可  

都市ガス  未整備  

交  通  機  関  
鉄  道  JR横浜線「橋本駅」から南西方約 3.0ｋｍ  

バ  ス  神奈川中央交通「合野原」から南東方約 0.4ｋｍ  

参 

考 

事 

項 
○敷地には、ネットフェンス、門扉、擁壁、防球ネット及び支柱、カーブミラー、水道設備、電柱

等が存置しています。これらすべて含めた現況での引渡しとなります。 

○敷地内は平坦で傾斜はありません。 

○本敷地は、「相模原市開発審査会提案基準22」により次の条件等が適用されます。 

 ※詳細は相模原市にお問い合わせください。 

・建築物については、「自己の居住の用に供するための住宅」、又は「第二種低層住居専用地域

内に建築することができる建築物」の建築ができます。 

・区画の分割、統合又は分割統合を行う場合には、１宅地は150㎡以上とすること。 

 ・市道大島61号線から２ｍ後退すること。 

○敷地北側の一部が浸水（内水）想定区域（0.5ｍ以上1.0ｍ未満）となっています。敷地西側の一

部が浸水（内水）想定区域（0.2ｍ以上0.5ｍ未満）となっています。指定、取扱いについては相

模原市にお問い合わせください。 

○敷地の周囲はコンクリートブロック塀及びネットフェンスで囲われています。 

〇敷地北東側に東京電力PG（株）の電柱２本・支柱１本、NTT東日本（株）の共架電線２本・支線１

条、ＫＤＤＩ（株）の共架電線２本、ジェイコム（株）の共架電線２本が存置しています。それ

ぞれ土地賃貸借契約を締結しています。 

（裏面にも記載があります。） 
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○敷地西側において、隣接地権者の鉄板囲いの一部が県有地へ越境しています。 

越境に関しては隣接地権者と覚書を締結し、越境物の改修工事を実施する場合には、隣接地権者

の費用にて、自己所有地内に設置するものとしています。 

○敷地内には、上水道・下水道（雨水）に係る設備が存置しており、当該設備の所有権境界は敷地

境界とします。 

○上水道については、南東及び南西側道路に本管（100㎜）、敷地北東側に本管（200㎜）が敷設さ

れていますが、敷地内の給水管へは接続されていません。 

 敷地は元相模原総合高等学校と一体で使用していたことから、給水が同校から接続されていまし

たが、同校で予定されている除却工事に伴い敷地外の管は撤去予定です。 

○下水道（雨水）については、敷地南西側道路に雨水管（300㎜）、敷地南東側道路に雨水管（600

mm）が敷設されていますが、敷地内の透水管・雨水桝からは接続されていません。 

 敷地は元相模原総合高等学校と一体で使用していたことから、雨水排水が同校へと接続されてい

ましたが、同校で予定されている除却工事に伴い、敷地外の管は撤去予定です。 

○下水道（汚水）については、敷地南西、南東、及び北東側道路に汚水管（200㎜）が敷設されてい

ますが、敷地内には汚水設備がないため接続されていません。 

○本敷地については、土壌汚染調査、地耐力調査は、実施しておりません。 

○本敷地は宅地造成等工事規制区域に指定されているため、土地形質変更を行う際は相模原市の許

可が必要です。詳細は相模原市にお問い合わせください。 

〇本敷地には、地下に横浜市のずい道（相模湖系導水路の相模ずい道）が布設されており、耐震診

断等の結果、耐震性能確保のために補修が必要であることが横浜市より公表されています（令和

15年度以降の耐震化工事が予定されています）。詳細につきましては、管理者である横浜市水道

局青山水源事務所にお問い合わせください。 

横浜市水道局青山水源事務所 連絡先： 042-784-0633 

ファックス： 042-784-4058 

メールアドレス： su-kawaijosui@city.yokohama.lg.jp 

○本敷地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として散水等に努めてください。 
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